




  
工事名称 環境学習都市宣言記念公園既存施設等解体工事 8アスベストの処理
工事場所 守山市　幸津川町　地先 ⑨保険等 請負人は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。
用途規制 - ⑩安全対策
防火規制 -
その他の規制 -
工事期間 2020年契約日～11月13日
工事種目 解体工事
NO 名称 工種 構造 床面積 備考 ⑪関係法令の遵守
1
2
3 ⑫火気の管理
4 ⑬過積載防止の措置
5

⑭騒音振動の防止
概要説明
別途工事 ⑮不法無線局の排除

⑯近隣住民等への説明
⑰搬出入のルート 請負人は、工事エリアへの搬出入ルートを検討し、監督職員と協議の上、決定すること。
18近隣家屋の調査

2特記仕様 1　項目は番号に ○印の付いたものを適用する。 ⑲工事カルテの作成
2　特記事項は ⦿印の付いたものを適用する。

⦿印のない場合は※印のあるものを適用する。
⦿印と※印のある場合はともに適用する。

3　特記項目に記載の()内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。
章 項目 特記事項

①施工基準

上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。
②工事写真

区分 撮影箇所 部数 種別 工事中のモニタリングおよび環境保全対策
着工前 2
工事中 2
完成時 2 ②悪臭
定期提出 2 ・測定頻度： 工事中　1回以上測定
竣工写真 2 ・測定項目： 悪臭防止法施行令に定める悪臭物質及び臭気濃度

2 (ポータブル検知器併用測定)
・測定箇所： 風上・風下の敷地境界2地点、曇天時、晴天時、四季調査

③可燃性ガス
工事写真の撮影要領は、営繕工事写真撮影要領(H24年度版)同解説工事写真の撮り方建築編による。 ・測定頻度： 工事中　毎日測定
工事写真は工事写真帳(アルバム)に貼り付けて提出すること。 ・測定項目： メタン、硫化水素、二酸化炭素、酸素
(着工前、完了時の写真は同一方向より撮影のこと。) (作業員へのポータブル検知器の携帯)

③現場代理人 原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。 ④放流水 ・濁水処理：
現場代理人は、請負人との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督署行員に提出すること。
なお、解体工事終了後は現場代理人の専任は要しない。 ⑤覆い機能修復措置

④技術管理
1  監督員事務所 なし
2  仮囲い 図による

⑤施工計画書の提出 工事着手前に、工事毎に全て施工計画書を提出し、監督職員の承諾を受けること。 ③工事用水 有償
⑥公害対策 4  工事用電力 利用できない

5  シート養生 なし
⑦産業廃棄物の処理 6  足場 なし

7　交通誘導員

提出の期限は以下のとおりである。

(2)完了時登録データの提出期限は、工事完了後10日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。
(1)受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。
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請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規定」(平成13年国土交通省告示第487号)に基づき
指定された建設機械('97ラベル)を使用すること。
請負人は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車輌を使用しないものとする。また、工事現場に
おいて、不法無線局を搭載していると疑わしい車輌を発見したときは、速やかに監督職員にその旨報告すること。
請負人は、必要に応じて工事着手に先立ち地元自治会、近隣住民等に工事施工内容の説明を行うこと。

損傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は請負人の責任において現状に復旧すること。
また、請負人自ら必要と思われる図示以外の近隣家屋工作物等についても調査を行うこと。
(近隣調査6件程度)
請負人は、工事請負代金500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき
「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後、(財)日本建設情報総合センター(JACIC)に提出するとともに
センター発行の「工事カルテ受領」の写しを監督職員に提出すること。

工事区域の敷地の地均し工事中の雨水により濁水が発生した
場合は、土砂流出防止対策として仮設沈砂池等の設置を行う。

・工事完了時：土砂等により50cmの覆土厚となるよう機能修復措置を行う。

※3・6・9
・　・9・20

・　・9・20

サービス版

※工事車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通誘導
　員を配するとともに、近隣家屋に騒音、振動等の公害が発生しないように留意し、工事全般に万全の対策を
　講ずること。
・請負人にて構造、施工方法について十分
　検討の上、関係法令に従い安全堅固に設置すること。
請負人は、工事に伴う道路占用許可、公害(騒音、粉塵)対策、特定建設業等に係る諸申請等、関係法令に
照らし合わせ必要な手続きを行い工事施工のこと。本工事では廃棄物汚物対策法が関係する場合があるので
監督員と協議すること。
煙草等については一定の場所を指定し、火元責任者を配すること。
請負人は過積載等の違法運航防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書を提出すると共
に、工事関係者に周知徹底し実施すること。

アスベストを含有する成型板の撤去は、公共建築改修工事標準仕様書(平成28年版)により適正に処理すること。
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1名を作業中に常駐配置すること。

備考

主として内観
主として外観
工事月報用
完了届提出用
必用に応じ撮影する
状況によりつなぎ写真

(3)施行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを
提出しなければならない。

⑳工事中のモニタリング
および環境保全対策

①廃棄物の飛散、
　流出

・形質変更箇所毎に、目視により実施する。

・形質変更箇所毎

・形質変更箇所毎

「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」に準拠した環境保全対策及びモニタリング計画を作成し、
工事中は下表に沿ってモニタリングを行うこと。測定結果が基準値を超えるような場合は工事を中断し、
安全を確認してから再開すること。

工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう
工事竣工まで万全の対策を講ずること。また、日曜、祝祭日の工事作業は原則として禁止する。
請負人は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書を提出して
承諾を受けること。
(1)本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の
　再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)を遵守し、分別解体及び再資源化等実施すること。また、着工前の
　同法第11条の「通知」の「手続きをとること。
(2)「資源の有効な利用の促進に関する法律」(リサイクル法)及び建設副産物適正処理推進要綱を遵守し、建設
　副産物の発生抑制および再利用の推進に努めること。また、再生資源利用(促進)計画書および同実施書を
　作成し速やかに報告のこと。

分類・規格

・　・10・20
・　・5・7サービス版・キャビネ版

サービス版版
サービス版版
サービス版版
サービス版版

(3)請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法第12条の3によるマニフェストシステムにより
　的確に実施すること。

1図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築
改修工事標準仕様書（建築工事編）」、「一般土木工事等共通仕様書(平成28年4月滋賀県)」及び「一般土木工事等共通仕様書付則(平成31
年4月滋賀県土木交通部)」による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書・同解説」平成24年版による。

解体撤去特記仕様書
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本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書を含む
図面、標仕により完全に施工する。

工事管理写真はカラーとし、その内容が明確に判別できるものとする。デジタル写真とする場合、使用する
デジタルカメラの総画素数は200万画素以上、記録画素数は640×480画素以上とする。

竣工写真については、銀版写真の場合はネガ、デジタル写真の場合はファイル形式を
JPEGとし、FD、MO、またはCD-ROMにて提出すること。

請負人は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣(工事中常駐)し技術管理にあたらせる
こと。また、主任技術者は別途関連工事がある場合には、その施工者と密に連絡を取り全工事に支障なきよう
施工のこと。

許可・実施 当初　　第　　回変更
年度・番号 令和　　年度　　第　　号

河川名
線路名
地区名
工事名 既存施設等解体工事
地名 守山市幸津川町　　地先

図面名 特記仕様書-1
縮尺

図面番号 　111 枚ノ内 1

環境学習都市宣言記念公園

都市計画・交通政策課



 

⦿とりこわし範囲には、電気設備・機械設備も含む。 ⑪発生材の処理 ・特別管理産業廃棄物
⦿工事の着手に先立ち、監督職員が立合いの上、施工範囲を確認すること。 対象物 処理方法

・廃石綿 処理方法　手壊し等で慎重に除去し、飛散防止のため、ビニール袋等
透明な袋に梱包して飛散しないように搬出。

⦿可燃物を現場内で焼却処分することは厳禁とする。 ⦿その他産業廃棄物
⦿杭があった場合、ﾌｰﾁﾝｸﾞ底-500まで頭を飛ばし、土中に存置とする。既設杭の位置を測量して報告すること。

対象物 処理方法
⦿蛍光ランプ ・水銀ランプ 箱等に梱包して再処理業者に依頼し、再利用を図る。
・廃電地 リサイクルメーカーにより処理する。
・フロン 冷媒回収事業所認定登録業者により処理する。

⦿解体は分別解体により行い、順序は以下を標準とする。
　1)電気・電話・ガス・上下水道設備の閉栓、廃線処理 注)有害物の処理完了後は、処理を証明する書類を速やかに監督職員に提出する。
　2)建築設備機器類の取り外し(金属・樹脂・保温材・コンクリート等) ・現場にて再利用を図るもの(　    )
　3)内装材等の取り外し(床材、壁材、天井材、間仕切り等) ⦿引渡しを要するもの(現地立合い確認の上、監督職員が指示するもの)
　4)建具類・ガラス類の取り外し(金属製建具・木材建具・ガラス類等) 　上記に関する現場発生品調書を作成し監督職員に提出する。集積場所は以下の通り。
　5)屋根葺き材の取り外し(屋根葺き材・防水材等) ⦿構外指定場所
　6)外装材、上部躯体の取り外し(取り壊し) ⦿構内の監督職員が指定する場所に集積
　7)基礎及び外構の取り外し(取り壊し) ・仮設物の撤去、移設物の現状復帰を行い、必要に応じて埋め戻し、整地を行う。

⦿ビニールハウス棟内の植栽土は処分すること。
⦿ビニールハウス棟内のｺﾝｸﾘｰﾄ柵板は再利用するため監督員の指示する場所（市内）に運搬すること。
1.特記なき限り、工事エリア内は全て撤去範囲とする。

⑤解体工事 (建築関連) 2.特記なき限り、図面表記実線、点線供すべて撤去範囲とする。
3.特記なき限り、図面表記実線、造り付家具等もすべて撤去とする。

　また、必要に応じて転倒防止策を講ずる。
⦿原則として壁倒しは禁ずる。ただし、やむをえない場合は監督職員と協議する。

⦿作業中は粉塵の飛散を防止するため、常時散水等を行う。
⦿工事現場の整理整頓を行い、事故、有害物の漏洩のない現場管理を行うこと。

(機械設備関連)
⦿機材搬入通路及び撤去器材搬出通路の養生は、監督職員に確認のうえ適切に行うこと。
　既設埋設管の経路は試験堀を行い再確認すること。

・フロン回収は設備専門業者にて行うこと。

■共通事項
⦿解体工事全般について下記事項に注意して行うこと
・工事現場の完全管理や、保険など労働基準監督署に届け出る必要の有る該当高低は届出を行うこと。
・撤去廃棄物で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)になるものは、収集から最終処分までマニフェスト交付を経て適正に処分すること。

(電気設備関連) ・近隣に対する工事騒音、臭気が発生する工事(工事着手日、搬入ルート)は、監督員に事前報告をし、近隣への告知等の対処を行うこと。
⦿機材搬入通路及び撤去器材搬出通路の養生は、監督職員に確認のうえ適切に行うこと。 ・工事着手に際し、現地調査を十分に行い、不明な点は事前に質疑書を提出し、監督員の指示に従うこと。
⦿既設埋設管の経路は試験堀を行い再確認すること。 ・車輌等についた泥等は、敷地内で十分落とした上で退場させること。また、敷地周辺や道路を汚した場合は清掃等を行い美化に努めること。

・誘導員を設置する場合は、作業車輌の通行整理の他、安全確保(作業エリア内への侵入阻止等)に配慮すること。
・全ての配線・配管・照明・配線器具・その他盤などを含めてすべて撤去すること。
・解体撤去に先立ち、電力等の供給及び通信等の接続が停止していることを確認すること。

⑥解体後の現況図 ・PCB使用の安定器、廃コンデンサ等の取り扱い
　万一疑いのあるものが発見された場合は速やかに監督者に報告の上、指示に従うこと。
・引渡しに当たっては、調書を作成して、監理者へ提出のこと。

⑦測量等

⑧解体証明書の発行 ⦿監督職員の指示する書式で解体証明書を発行すること。

⑨現場における保管 ・エアコンの設置台数：撤去リストNo.42:チケットブース
　(ア)第一種フロン類回収事業者登録通知書の写し
　(イ)フロン類回収証明書

⑩運搬 ⦿建設廃棄物の運搬に当って、廃棄物が飛散、流出しないよう、適切な構造の運搬車両を使用する。 ・「特定家庭用機器再
　尚建設廃棄物を運搬車両に積み込む場合は、分別した廃棄物が混合しないよう適切な措置を講ずる。 　(ア)特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し

⦿運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打合わせを行い、関係保全に留意する。
⦿廃棄物の運搬処理に伴い、最終処分地まで追跡調査を行い、記録を監督職員に提出すること。

　守山市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について(「不当介入に関する
通報制度」の徹底について)
⦿請負者(請負人または受注者)は、暴力団員等(暴力団の構成員および暴力団関係者、その他市発注
　工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求または業務
　の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に
　通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
⦿請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第1号)
　により守山警察署または所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。
　また、請負者は、以上のことについて、下請負人(再委託の協力者を含む)に対して、十分に指導を行う
　ものとする。

⦿請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず通報を行わず、後においてその
ことが明らかになった場合には、指名停止措置等の対象となるものとする。

⦿運搬経路の適切な設定並びに車両、積載量等の適切な管理により、騒音・振動・粉塵等の防止に努める
　とともに、安全な運搬に必要な措置を講ずる。

尚、運転中の飛散等防止のため、運搬車両は荷台をシートで覆い
最終処分場ヘ搬送。

⑫図面撤去範囲
　について

⦿監督職員の指示する場合に敷地測量を行うこと。

⦿建設廃棄物が工事現場から搬出されるまでの間、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう、
　分別した種類毎に保管すること。

・既設管等の撤去廃棄物で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)になるものは、収集から最終処分までマニフェスト交付を緑て適
　正に処分すること。
・冷媒(フロン類)の回収方法は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の
　確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」に従って行い、監督者に次の書類を提出する。

⦿既設管等の撤去廃棄物で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)になるものは、収集から最終処分ま
　でマニフェスト交付を経て適正に処分すること。

⦿とりこわし工事完了後に、工事区画内を測量(高低測量含む)のうえ、現況図を作成し、
　監督職員に提出すること。

⦿既設管等の撤去廃棄物で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)になるものは、収集から最終処分ま
　でマニフェスト交付を経て適正に処分すること。

⦿既設機器に利用している冷媒の回収は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関
　する法律(フロン回収破壊法)に従って行うこと。また、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
　の対象となっているものは、図法に従って行う。
⦿ガスメーターのプラグ止めは、ガス管内の残留ガス除去のための窒素バージをガス供給会社により行い
　安全を確認後、ガス管撤去のこと。

⑭市内下請・市内材料
　調達促進

⦿守山市の発注に関し、下請施工を必要とする場合、また施工に必要な各種の資材等の購入については、
　可能な限り市内に本社・本店を有する者の中から選定する。

⑬暴力団員等による
　不当介入の排除

・現在施工中の建築工事「環境施設建設工事（協和ｴｸｼｵ・日建特定建設工
事共同企業体）、「環境学習都市宣言宣言記念公園交流拠点施設整備工事
（清水建設株式会社）」その他近接する工事との工程調整を行うこと。また、
監督員の指示に従い、工程会議等に出席すること。

解
体
工
事

解
体
工
事

③工法等

⦿解体工事の着手に先立ち、解体工事を適切に遂行するための具体的手段と方法を明示した施工計画書
　を作成の上、監督職員の承諾を得ること。
　施工計画書には、一般事項、準備作業、仮設計画、解体作業計画、建設副産物処理計画、終結作業、
　安全衛生管理計画等について記載すること。

②施工計画所等

①解体範囲

⦿解体工事の着手に先立ち、解体対象物の石綿の使用状況、敷地状況、敷地周辺環境、
　建設副産物再利用及び廃棄物の処理方法等について事前調査を行い監督職員に報告すること。
⦿電気・電話・ガス・上下水道等諸設備の閉栓、廃線、廃管手続及びメーター等の返納等は、解体工事
　請負業者の責任において行い、監督職員に書面で報告すること。
　その確認の上で、閉栓処理、・解体・撤去・移設・処分は解体工事請負の中で設備専門業者が行うものとす

⦿石膏ボードの撤去は「手ばらし」を原則とし、石膏ボードとその仕上材(壁紙やロックウール化粧吸音
　材等)は分離する。ただし、やむをえない場合は監督職員と協議する。

④工事記録 ⦿適切な解体工事が行われたことを証明する必要がある為、工事記録、工事写真等の記録方法について、
　事前に監督職員に提示し、承諾を得ること。

⦿溶断等火気を使用する場合は、火の粉等が飛散しないよう対策を講じるとともに、火気を使用する
　付近に消火器を準備する。
⦿取り壊し建物が転倒しないよう、取り壊しに当っては上部から作業を行うものとし、極力高さが
　均一になるようバランスよく作業を進める。

⦿請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は
　監督職員と協議するものとする。

許可・実施 当初　　第　　回変更
年度・番号 令和　　年度　　第　　号

河川名
線路名
地区名
工事名 既存施設等解体工事
地名 守山市幸津川町　　地先

図面名 特記仕様書-2
縮尺

図面番号 　111 枚ノ内 2

環境学習都市宣言記念公園

都市計画・交通政策課




















































